
 

平成２５年９月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 物納却下処分取消等請求事件 

口頭弁論終結の日 平成２５年６月２８日 

 

判     決 

原告         Ｘ１ 

（以下「原告Ｘ１」という。） 

原告         Ｘ２ 

（以下「原告Ｘ２」という。） 

     原告         Ｘ３ 

（以下「原告Ｘ３」という。） 

被告         国 

処分行政庁      東京国税局長 

処分行政庁      向島税務署長 

 

       主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 東京国税局長が原告Ｘ１に対し平成２２年４月７日付けでした下記（１）及

び（２）の各処分をいずれも取り消す。 

（１）原告Ｘ１が平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８日付けでした各相

続税の物納の許可の申請をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第●●●

●号） 
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（２）Ａ（以下「Ａ」という。）が平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８

日付けでした各相続税の物納の許可の申請のうち原告Ｘ１がＡから承継した

相続税の納付義務に関する部分をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第

●●●●号） 

２ 東京国税局長が原告Ｘ３に対し平成２２年４月７日付けでした下記（１）及

び（２）の各処分をいずれも取り消す。 

（１）原告Ｘ３が平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８日付けでした各相

続税の物納の許可の申請をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第●●●

●号） 

（２）Ａが平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８日付けでした各相続税の

物納の許可の申請のうち原告Ｘ３がＡから承継した相続税の納付義務に関す

る部分をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第●●●●号） 

３ 東京国税局長が原告Ｘ２に対し平成２２年４月７日付けでした下記（１）及

び（２）の各処分をいずれも取り消す。 

（１）原告Ｘ２が平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８日付けでした各相

続税の物納の許可の申請をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第●●●

●号） 

（２）Ａが平成３年６月１７日付け及び平成９年９月８日付けでした各相続税の

物納の許可の申請のうち原告Ｘ２がＡから承継した相続税の納付義務に関す

る部分をいずれも却下する旨の処分（東局徴納特第●●●●号） 

４ 東京国税局長が原告Ｘ１に対し平成２２年５月１０日付けでした別紙１「物

件目録」記載１～５記載の各不動産の原告Ｘ１持分６０分の２０についての差

押処分を取り消す。 

５ 東京国税局長が原告Ｘ３に対し平成２２年５月１０日付けでした別紙１「物

件目録」記載１～５記載の各不動産の原告Ｘ３持分６０分の２０及び同目録６

記載の不動産についての差押処分を取り消す。 
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６ 東京国税局長が原告Ｘ２に対し平成２２年５月１０日付けでした別紙１「物

件目録」記載１～５記載の各不動産の原告Ｘ２持分６０分の２０についての差

押処分を取り消す。 

７ 向島税務署長が平成２２年１０月２８日付けでした別紙１「物件目録」記載

１～５記載の各不動産の原告Ｘ１持分６０分の２０についての交付要求処分を

取り消す。 

８ 向島税務署長が平成２２年１０月２８日付けでした別紙１「物件目録」記載

１～５記載の各不動産の原告Ｘ３持分６０分の２０及び同目録記載６の不動産

についての交付要求処分を取り消す。 

９ 向島税務署長が平成２２年１０月２８日付けでした別紙１「物件目録」記載

１～５記載の各不動産の原告Ｘ２持分６０分の２０についての交付要求処分を

取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

（１）ア ①Ｂ（以下「Ｂ」という。）は、平成２年１２月１５日に死亡し、そ

の子である原告ら、Ｃ（以下「Ｃ」という。）及びＡを共同相続人とす

る相続が開始した（Ｂの死亡により開始した相続を以下「本件１次相続」

といい、本件１次相続に係る共同相続人５名を総称して以下「本件１次

相続人ら」という。）。②本件１次相続人らは、向島税務署長に対し、

平成３年６月１７日、本件１次相続に係る納付すべき相続税の申告書を

提出する（この行為を以下「本件当初申告」という。）とともに、本件

当初申告に係る相続税額の一部につき、別紙２「物納財産目録」記載１

～３５の各不動産を物納財産とする相続税の物納の許可の申請（以下「本

件１次物納申請」という。）をした。③本件１次相続人らは、向島税務

署長に対し、平成９年９月８日、本件１次相続に係る相続税の修正申告

書を提出し、原告ら及びＡは、同日、上記修正申告に係る納付すべき相
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続税額の全額につき、同別紙記載３６～４７の各不動産（同別紙記載の

各不動産を総称して以下「本件各物納申請財産」といい、同別紙記載の

個々の不動産については以下「本件物納申請財産１」のようにいう。）

を物納財産とする相続税の物納の許可の申請（以下「本件２次物納申請」

という。）をした。④Ａは、平成１２年１０月３日に死亡し、Ｃが相続

を放棄した結果、Ａの本件１次物納申請及び本件２次物納申請に係る相

続税の納税義務も原告らが承継した（原告らが納税義務を承継したこれ

らの相続税の物納の許可の申請と原告らがした本件１次物納申請及び本

件２次物納申請とを併せて、以下「本件各物納申請」といい、Ａの死亡

により開始した相続を以下「本件２次相続」という。）。 

イ 向島税務署長から国税通則法（以下「通則法」という。）４３条３項

の規定に基づき本件１次相続に係る相続税の徴収の引継ぎを受けた東京

国税局長は、原告らに対し、①平成２２年４月７日付けで、本件各物納

申請をいずれも却下する旨の処分（前記第１の１～３の各（１）及び（２）

参照。これらの処分を総称して以下「本件各物納申請却下処分」という。）

をし、②同年５月１０日付けで、本件１次相続に係る相続税についての

滞納処分として、原告らの共有に係る別紙１「物件目録」記載１～５記

載の各不動産及び原告Ｘ３の所有に係る同別紙記載６の不動産を差し押

さえる処分（前記第１の４～６参照。これらの差押処分を総称して以下

「本件各差押処分」という。）をした。 

ウ 向島税務署長は、原告らの平成２２年分所得税予定納税第１期分につ

き本件各差押処分に係る各不動産の換価代金から配当を受けるため、東

京国税局長に対し、平成２２年１０月２８日付けで、国税徴収法（以下

「徴収法」という。）８２条１項の規定に基づく交付要求（前記第１の

７～９参照。これらの交付要求を総称して以下「本件各交付要求処分」

という。）をした。 
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（２）本件は、原告らが、①本件各物納財産は、相続税法（平成２年法律第５０

号による改正前のもの。特に断らない限り以下同じ。）４２条２項ただし書

所定の却下事由には該当しないから、本件各物納申請却下処分は違法である、

②上記①のような本件各物納申請却下処分の違法性は、本件各差押処分及び

本件各交付要求処分にも承継されるなどと主張して、上記各処分の取消しを

求める事案である。 

２ 相続税法の定め 

別紙３「相続税法の定め」に記載したとおりである（同別紙で定める略称等

は、以下においても用いることとする。）。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがないか、当事者に

おいて争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。） 

（１）本件各物納申請及び相続税の延納に関する経緯 

ア Ｂは、平成２年１２月１５日に死亡し、その子である本件１次相続人ら

を共同相続人とする相続が開始した（本件１次相続）。そして、本件１次

相続人らは、平成３年６月１７日、向島税務署長に対し、本件１次相続に

係るそれぞれの納付すべき税額を４億４７２６万０３００円とする相続税

の申告書（乙５）を提出した（本件当初申告）。 

イ 本件１次相続人らは、平成３年６月１７日、向島税務署長に対し、①原

告Ｘ１においては本件当初申告に係る納付すべき相続税額のうち９３４１

万９２００円について、その余の者においては本件当初申告に係る納付す

ベき相続税額のうち９３４１万９２０１円について、それぞれ、相続税法

３９条１項の規定に従い、同法３８条１項の規定による延納の許可の申請

（以下「本件１次延納申請」という。原告ら及びＡに係る申請書は乙６～

９）をするとともに、②原告Ｘ１においては本件当初申告に係る納付すべ

き相続税額のうち３億５３８４万１１００円について、その余の者におい

ては本件当初申告に係る納付すべき相続税額のうち３億５３８４万１０９
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９円について、同法４２条１項の規定に従い、本件物納申請財産１～３５

を物納財産として、同法４１条１項の規定による物納の許可の申請（本件

１次物納申請。原告ら及びＡに係る申請書は乙１０～１３）をした。 

ウ 向島税務署長は、平成３年９月１０日、本件１次相続人らに対し、相続

税法４０条１項及び同法４２条５項の規定に基づき、本件当初申告に係る

納付すべき相続税額の全額について、同年６月１８日から本件１次延納申

請及び本件１次物納申請の許可又は却下（取下げを含む。）がされるまで

の間、その徴収を猶予した。 

エ 東京国税局長は、平成４年８月３１日、本件１次延納申請及び本件１次

物納申請に係る相続税額の全額について、通則法４３条３項の規定に基づ

き、向島税務署長から徴収の引継ぎを受けた。 

オ 本件１次相続人らは、平成５年６月１５日、向島税務署長に対し、①そ

れぞれの新たに納付すべき税額を１４８４万８４００円とする相続税の修

正申告書（乙２２）を提出するとともに、②上記①の修正申告に係る納付

すべき相続税額全額について、相続税法３９条１項の規定に従い、同法３

８条１項の規定による延納の許可の申請（以下「本件２次延納申請」とい

い、本件１次延納申請と併せて「本件各延納申請」という。原告ら及び訴

外Ａに係る本件２次延納申請の申請書は乙２３～２６）をした。 

カ 東京国税局長は、平成５年８月２５日、本件２次延納申請に係る相続税

額の全額について、通則法４３条３項の規定に基づき、向島税務署長から

徴収の引継ぎを受けた。 

キ ①本件１次相続人らは、Ｂの遺産につき平成９年４月４日に協議による

分割をした上で、同年９月８日、向島税務署長に対し、原告ら及びＡが新

たに納付すべき税額を合計１億０８５９万５５００円とする相続税の修正

申告書（乙３１）を提出し、②原告ら及びＡは、同日、向島税務署長に対

し、上記①の修正申告に係る納付すべき相続税額の全額について、相続税
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法４２条１項の規定に従い、本件物納申請財産３６～４７を物納財産とし

て、同法４１条１項の規定による物納の許可の申請（本件２次物納申請。

その申請書は乙３２～３５）をした。 

ク ①Ｃは、向島税務署長に対し、平成９年９月８日にＣに係る本件１次物

納申請を取り下げ、同月１６日に自分の本件１次相続に係る相続税額を２

７７２万６７００円に減額する旨の更正の請求書を提出し、②向島税務署

長は、同年１２月２６日、Ｃの本件１次相続に係る納付すべき相続税額を

２７７２万６５００円に減額する旨の更正をした。 

ケ 向島税務署長は、平成９年９月３０日、相続税法４２条５項、４０条１

項の規定に基づき、本件２次物納申請に係る相続税額の全額について、同

月９日から許可又は却下（取下げを含む。）がされるまでの間、その徴収

を猶予した。 

コ 東京国税局長は、平成９年１０月３０日、原告ら及びＡの本件２次物納

申請に係る相続税額の全額について、通則法４３条３項の規定に基づき、

向島税務署長から徴収の引継ぎを受けた。 

サ Ａは、平成１２年１０月３日に死亡した（本件２次相続）。同人の法定

相続人は、原告ら及びＣであったが、Ｃが平成１３年５月２３日に本件２

次相続につき相続の放棄をした結果、原告らは、Ａの本件各物納申請に係

る相続税（税額は、本件１次物納申請につき３億５３８４万１０９９円、

本件２次物納申請につき１億０８５９万５５００円）の納税義務を承継し

た（通則法５条１項）。 

シ 東京国税局長は、平成１３年６月２７日、本件各延納申請に係る相続税

について、相続税法３８条１項の規定に基づき、それぞれ延納の許可をし

た（これらの許可を総称して以下「本件各延納許可」という。）。 

（２）東京国税局長が原告らに対し平成２１年２月４日付けの「物納申請却下・

変更要求予告通知書」（乙７５。以下「本件物納却下等予告書」という。）
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を送付するまでの事実経過 

ア 本件各物納申請財産は、いずれも賃借権の目的となっている不動産（い

わゆる貸宅地）であったところ（乙１０～１３、３２～３５、６４）、向

島税務署長及び東京国税局長は、平成３年８月２１日から東京国税局長が

原告らに対し本件物納却下等予告書（平成２１年２月４日付け）を送付す

るまでの間、本件各物納申請につき原告ら側のいわゆる窓口となっていた

原告Ｘ１ないし関与税理土に対し、再三にわたり、本件各物納申請財産に

係る全部事項証明書、地積測量図、境界確認書、道路査定図、賃貸借契約

書の写し、賃借地の境界に関する確認書、敷金等に関する確認書、本件各

物納申請財産上の建物に係る全部事項証明書及び建物図面、地代領収書の

写しといった本件各物納申請に係る手続（以下「本件物納手続」という。）

の関係書類（以下「本件関係書類」という。）の提出等を求めていた（本

件関係書類の内容につき乙６４、弁論の全趣旨）。 

イ 殊に、東京国税局長は、原告らに対し、別紙４「文書目録」記載のとお

りの文書（乙６５～７５）を送付して、①当該各文書に記載した補完事項

につき、いずれも補完すべき内容等を具体的に明示して指摘した上で、当

該各文書に記載した期限までに、必要な本件関係書類を提出するなどして

補完することや、上記期限までに補完が困難な事情がある場合には、上記

期限までにその理由及び整備完了予定期日等について書面で連絡すること

を求めるとともに、②原告らが上記①の期限までに本件関係書類の補完を

しないときの取扱いについて、「物納申請不動産に関する書類の補完等の

通知書」と題する文書（同別紙の順号１、３、４及び９）においては、本

件各物納申請を却下する場合がある旨等を、「物納申請不動産に関する書

類の補完等の催告書」と題する文書（同別紙の順号２、５、６及び１０）

においては、本件各物納申請を却下する手続に入る旨を、「物納申請却下・

変更要求予告通知書」と題する文書（同別紙の順号７、８及び１１〔本件
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物納却下等予告書〕）においては、本件各物納申請を却下（変更要求）す

る旨を、それぞれ通知した。 

ウ 原告らは、本件各物納申請をした後、平成２１年２月４日までの期間に

おいては、本件各延納許可に係る分納税額の納付をする一方、原告Ｘ１を

窓口にして、本件各物納申請財産（貸宅地）の借地人が本件関係書類の整

備に非協力的であることや、本件関係書類の整備に要する費用を捻出する

ことができないことを理由として（なお、原告ら側がその余の理由を示し

たかについては争いがある。）、本件関係書類の提出等に応じず、本件物

納手続に関する事務を担当する東京国税局徴収部納税管理官付の職員（以

下「国税局担当職員」という。）から本件物納手続について協議を求めら

れ、東京国税局に赴く旨を数度にわたって約束しても、これを履行しなか

った。また、国税局担当職員が、本件各物納申請財産について現地調査の

立会いを依頼するため、原告Ｘ１の自宅に赴いても、原告Ｘ１は、大声を

上げて面接を拒絶するとともに、物納する意思はあるとは言うものの、原

告Ｘ１においては、６２歳で目がかすみ、足が弱っている状態であるから

「もう少し今のままでいさせてください。」と述べるなど、現地調査の立

会いの要請にも応じなかった。 

（３）東京国税局長が原告らに対し本件物納却下等予告書を送付してから本件各

物納申請却下処分がされるまでの事実経過 

ア 原告らの代理人であるＤ弁護士（以下「Ｄ弁護士」という。）は、平成

２１年３月１１日、東京国税局徴収部納税管理官に対し、同月９日付けの

「物納申請補完期間延期の申請」と題する文書（乙６４の別紙５）を送付

して、本件物納却下等予告書で定められた補完のための期限を６か月間延

期することを求めた。 

イ 国税局担当職員は、平成２１年４月２８日、原告Ｘ１の自宅に赴き、原

告Ｘ１に面接を求めたが、原告Ｘ１がインターホン越しに応答するにとど
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まって国税局担当職員との面接に応じなかったため、①本件関係書類の補

完のための期限の延期は認められないこと、②本件物納申請を却下する手

続に移行することを記載した同日付けの文書（乙６４の別紙６）を原告Ｘ

１の自宅の郵便受けに投かんした。 

ウ 原告Ｘ１、原告Ｘ３及びＤ弁護士は、平成２１年６月２５日、東京国税

局に赴き、国税局担当職員に対し、原告らにおいて本件関係書類を整備す

る意思がある場合には本件物納申請の却下が猶予される可能性があるか否

か回答を求めた。これに対し、国税局担当職員は、原告らが自ら、同年７

月２４日までに、本件関係書類の「整備完了予定期日及びそのスケジュー

ル」を記載の上、文書をもって、原告らに本件関係書類を整備する意思が

あり、本件各物納申請の却下を猶予することを要望する旨とともに、本件

関係書類の整備完了予定期日とその具体的スケジュールを示すのであれば、

本件各物納申請の却下を猶予することを検討する余地があるか否かについ

て上司と検討するが、上記文書が提出されたとしても、即座に本件各物納

申請を却下することもあり得る旨を回答した。 

その際、国税局担当職員は、原告Ｘ１に対し、その時点において提出す

ることが可能な本件関係書類があるか否かを確認したが、原告Ｘ１は、前

記イの文書（乙６４の別紙６）に本件各物納申請を却下する旨が記載され

ていたことから、同年４月２８日（同文書の投かん日）以降、本件関係書

類の整備を行っていない旨を回答した。 

エ Ｄ弁護士は、平成２１年７月２７日、東京国税局徴収部納税管理官に対

し、同月２４日現在の本件関係書類の整備の「現状」と「見通し」につい

て記載したとする同日付けの「ご報告書（１）」と題する文書（乙６４の

別紙７）を送付した。しかし、同文書には、本件関係書類の整備について

は、「順次交渉」ないし「順次物納」するとの記載しかなく、国税局担当

職員が前記ウのとおり求めたような本件関係書類の整備完了予定期日とそ
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のスケジュールは示されていなかった上、同文書は、原告ら自身が作成し

たものではなく、Ｄ弁護士が作成したものであった。 

オ 原告Ｘ１は、平成２１年８月５日、東京国税局に赴き、本件各物納申請

に係る物納財産を一覧にした文書を作成、交付するよう求めた。これに対

応した国税局担当職員は、原告Ｘ１に対し、①前記エの「ご報告（１）」

と題する文書には本件関係書類の整備完了予定期日及びそのスケジュール

が明らかにされておらず、これらを文書で明らかにしなければならないこ

とや、当該文書が原告ら自身により作成されたものではなく、原告らに本

件関係書類を整備する意思があることを示すには、原告ら自身の署名がさ

れた原告らを作成名義人とする文書の提出を要することを述べ、これらに

沿う文書を提出するように求めるとともに、②原告Ｘ１のみではなく、原

告Ｘ３、原告Ｘ２及びＤ弁護士とともに再度東京国税局に赴くよう求めた。

これに対し、原告Ｘ１は、その要望に係る文書を交付しないなら裁判をす

るなどと述べて、面接の中途で退席した。国税局担当職員は、同日、Ｄ弁

護士に電話をし、上記の経過を説明して、Ｄ弁護士が原告ら全員とともに

東京国税局に赴くよう伝えた。 

カ Ｄ弁護士は、平成２１年８月３１日、東京国税局に赴き、国税局担当職

員に対し、これまで原告Ｘ１が本件物納申請の窓口となって本件関係書類

の整備を行っていたためその整備が停滞していたが、今後はＤ弁護士が中

心となってこれを進めるとして、その整備につき猶予を求めた。これに対

し、国税局担当職員は、①従前から原告Ｘ１等に対して本件関係書類の提

出を求めているが、本件関係書類が整備されることは見込めないため、現

在のところ、本件物納申請を却下せざるを得ない状況であること、②ただ

し、本件各物納申請が却下されるまでの間に、本件各物納申請財産のうち

の一部の財産についてでも本件関係書類が提出され、物納の許可ができる

見込みがあるものがあれば、当該財産については、却下の対象から除外す
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ることを説明した。 

キ 国税局担当職員は、平成２１年１０月７日、Ｄ弁護士の事務所に赴いた

ところ、Ｄ弁護士は、国税局担当職員に対し、本件関係書類のうち、原告

Ｘ１から受け取った借地人との賃貸借契約書を郵送する旨を伝えた。しか

し、Ｄ弁護士から送付された賃貸借契約書には、原告ら全員の署名捺印が

ないなどの不備があった（乙６４の別紙８参照）。 

ク 国税局担当職員は、平成２１年１２月２１日、Ｄ弁護士に対し、東京国

税局において、①その時点における本件１次相続に係る原告らの相続税の

延滞税を算出すると約１８億円であること、②本件１次相続に係る原告ら

の相続税が滞納となった場合には、原告らが取得した相続財産だけでなく、

その固有の財産も滞納処分の対象となること、③本件相続人らの１人であ

るＣに対し、相続税の連帯納付義務を追及する可能性もあること、④公売

処分は時価による評価に基づく評価額で行われるものであること、⑤本件

各物納申請が却下されるまでの間に、本件各物納申請財産のうちの一部の

財産についてでも本件関係書類が提出され、物納の許可ができる見込みが

あるものがあれば、当該財産については、却下の対象から除外することを

説明するとともに、同様の事項を原告らにも直接説明するため、原告らと

の面接の日程を調整するよう求めた。 

これに対し、Ｄ弁護士は、原告Ｘ１から本件物納手続について相談を受

けてはいるが、原告Ｘ１から本件関係書類の整備について具体的な依頼を

受けていないため、現在の本件関係書類の整備状況を把握していない旨述

べた上で、国税局担当職員に対し、整備状況の把握のためにＤ弁護士宛て

に資料を送付するよう求めた。 

そこで、国税局担当職員は、同月２４日、Ｄ弁護士に対し、本件関係書

類の整備状況並びに補完事項及び項目ごとに必要な補完内容を具体的に記

載した文書（乙６４の別紙８）を送付した。 
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ケ 国税局担当職員は、平成２２年２月３日、Ｄ弁護士の事務所において、

原告Ｘ１及びＤ弁護士と面接し、前記ク①～⑤の各事項を説明するととも

に、これらの事項について原告Ｘ３及び原告Ｘ２に直接説明するため、両

名との面接の日程を調整するよう求めた。これに対し、Ｄ弁護士は、本件

各物納申請から長期間が経過しており、申請が却下されることはやむを得

ないと考えるが、それまでの間は、可能な限り本件関係書類の整備を進め

たいので、その整備について説明を受けるため、後日、不動産管理会社の

者とともに東京国税局に赴きたい旨を述べた。 

コ 国税局担当職員は、平成２２年２月５日、東京国税局において、Ｄ弁護

士及び株式会社Ｅ（原告らから本件関係書類の整備等を依頼された不動産

管理会社。以下「Ｅ」という。）の代表取締役であるＦ（以下「Ｆ」とい

う。）と面接し、本件関係書類の整備に関する両名からの質問に回答する

とともに、両名に対し、本件各物納申請財産のうち一部でも本件関係書類

の整備が可能なものがあれば、早急に整備済みの本件関係書類を提出する

よう求めた。 

その後、国税局担当職員とＦは、電話で、数度にわたり、本件関係書類

の整備についての質疑応答をした（その際、国税局担当職員は、Ｆに対し、

本件関係書類の整備状況の進捗の有無にかかわらず、本件物納申請を却下

することがあり得ることを説明し、Ｆは、可能な限り本件関係書類の整備

を進める旨を回答した。）。 

サ 国税局担当職員は、平成２２年３月５日、Ｄ弁護士の事務所において、

原告Ｘ２、その子であるＧ及びＤ弁護士と面接し、前記クの①～⑤の事項

を説明するとともに、㋐本件各物納申請後、再三にわたり、補完事項及び

補完内容等を記載した文書を原告らに送付するほか、本件物納申請の窓口

となっていた原告Ｘ１又は関与税理士に対しても種々の方法で本件関係書

類の提出等を求め、また、原告Ｘ１に対し、本件各物納申請財産について
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現地調査を行うための立会いを求めたこともあったが、いずれにも応じて

もらえなかったことなど、それまでの本件物納手続の経緯や、㋑本件各物

納申請財産につき本件関係書類の整備がされておらず、特に、原告Ｘ１と

本件各物納申請財産（貸宅地）の借地人との関係が良好ではないため、今

後も借地人との賃貸借契約に関する書類を整備することは困難であると判

断され、また、これまでの経緯からすれば、原告Ｘ１に本件関係書類を整

備する意思があるかについても疑義があるため、短期間のうちにその整備

が完了しない限り、本件各物納申請を却下する予定であること、㋒本件関

係書類のうち一部提出されているものの中にも補正を要するものがあるこ

となどについて説明した。 

これに対し、Ｄ弁護士は、原告Ｘ１と物納申請財産（貸宅地）の借地人

との関係が良好ではなく、本件関係書類の整備について同借地人の協力を

得ることができない旨などを述べ、また、Ｇは、本件物納申請について、

窓口となっていた原告Ｘ１に任せており、本件物納手続は完了したものと

認識していた旨などを述べた。 

そして、国税局担当職員は、Ｄ弁護士に対し、上記の各事項について、

原告Ｘ３にも直接説明するため、同人と面接する日程を調整すること、ま

た、国税局担当職員から原告Ｘ３に直接説明することが困難であれば、Ｄ

弁護士において原告Ｘ３にこれらの事項を説明し、その旨の報告書を国税

局担当職員に提出することを求めた。 

シ Ｆは、平成２２年３月１５日、東京国税局に赴き、国税局担当職員に、

「国税庁物納書類提出一覧表」と題する文書（乙６４の別紙９）とともに、

本件関係書類の一部を提出したが、これらについては、賃貸借契約書と建

物登記簿謄本の名義人や住所が相違するなど、いずれも不備があり、該当

する物納申請財産に係る敷金等に関する確認書や地代領収書の写しの提出

もされていなかった。 
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ス 国税局担当職員は、平成２２年３月１６日、Ｄ弁護士の事務所において、

Ｄ弁護士から、国税局担当職員が原告Ｘ３に対して前記サの各事項につい

て直接説明することが困難であることを確認したことから、Ｄ弁護士に対

し、原告Ｘ３及びその子に上記の各事項を説明するよう求め、Ｄ弁護士は、

その結果を国税局担当職員に連絡することを約束した。また、国税局担当

職員は、Ｄ弁護士に対し、前記シのとおり提出された一部の本件関係書類

については、いずれも不備があるほか、該当する物納申請財産に係る敷金

等に関する確認書や地代領収書の写しの提出がないことを説明した。その

際、Ｄ弁護士は、原告Ｘ３も、本件各物納申請について、窓口となってい

た原告Ｘ１に任せており、本件物納手続は完了したものと認識していた旨

などを述べた。 

セ Ｆは、平成２２年３月２３日及び同月２９日、国税局担当職員に対し、

「国税庁物納書類提出一覧表」と題する文書（乙６４の別紙１０及び別紙

１１）とともに、本件関係書類の一部を提出した。しかしながら、その際

に提出された本件関係書類についても、前記シと同様、賃貸借契約書と建

物登記簿謄本の名義人や住所が相違するなどの不備があったほか、該当す

る物納申請財産に係る敷金等に関する確認書や地代領収書の写しの提出も

なかった。さらに、Ｆは、国税局担当職員に対し、同月２９日に本件関係

書類の一部を提出した際には、原告Ｘ１が、その自宅周辺の物納申請財産

については、本件関係書類の整備を行いたくないなどと言い出した旨を述

べた。 

ソ 国税局担当職員は、平成２２年４月２日、Ｄ弁護士に電話をした際に、

Ｄ弁護士から、同年３月２７日に原告Ｘ３及びその子であるＨに対し前記

シ記載の事項について説明した旨の報告を受けた。そして、東京国税局徴

収部納税管理官は、同年４月５日、Ｄ弁護士から、Ｄ弁護士が、原告Ｘ３

に、本件各物納申請が却下された場合には相続税額（現在１８億円）と平
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成３年からの滞納税額を金銭で納付する義務を負うことになり、それが納

付できないときは相続した不動産一切が公売され、それでも満たないとき

には原告Ｘ３固有の資産にも差押公売の手続が実施されることになる旨を

説明したなどとする同月２日付けの「報告書」と題する文書（乙６４の別

紙１２）の送付を受けた。 

タ Ｆは、平成２２年４月２日、国税局担当職員に対し、「国税庁物納書類

提出一覧表」と題する文書（乙６４の別紙１３）とともに、本件関係書類

の一部を提出した。しかし、その際に提出された本件関係書類についても、

賃貸借契約書と建物登記簿謄本の名義人の住所が相違するなどの不備があ

ったほか、該当する物納申請財産に係る敷金等に関する確認書や地代領収

書の写しも提出がされていなかった。 

チ 東京国税局長は、平成２２年４月７日、原告らに対し、「却下する物納

財産について、物納に必要な書類の提出を求めたが、これに対して、正当

な理由なく提出等を行わないため。 （根拠条文 平成１８年４月１日改

正前相続税法第４２条２項該当）」との理由により（甲１の１・２、５の

１・２、乙７６～８１）、本件各物納申請却下処分をした。 

（４）滞納処分の経緯 

ア 原告らは、別紙１「物件目録」記載１～５の各不動産をいずれも６０分

の２０ずつの持分をもって共有しており、原告Ｘ３は、同目録記載６の不

動産を所有している（甲４２の１～６）。なお、同目録記載１の不動産は、

原告Ｘ１が居住する建物の敷地であり、同目録記載２～４及び６の各不動

産は、原告Ｘ３が居住する建物及びその敷地であり、同目録記載４の不動

産は、原告Ｘ２が居住する建物の敷地である（弁論の全趣旨）。 

イ 東京国税局長は、平成２２年４月１６日、原告らが本件各物納申請却下

処分に係る原告らの相続税をその納期限までに完納しなかったことから、

原告らに対し、通則法３７条１項の規定に基づき、その納付を督促した（こ
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の督促に係る相続税を以下「本件滞納相続税」という。）。 

ウ ①東京国税局長は、平成２２年５月１０日、本件滞納相続税及びこれに

係る延滞税を徴収するため、徴収法６８条１項の規定に基づき、本件各物

納申請財産及び本件各延納許可に係る延納税額に係る担保物を含む不動産

を差し押さえたところ、これらの差押処分の中には、前記アの各不動産（別

紙１「物件目録」記載１～５の各不動産については原告らそれぞれの持分

全部）を差し押さえる本件各差押処分も含まれている（甲２の１～３、６

の１・２、８の１～３）。②また、東京国税局長は、上記①の各差押処分

中、原告Ｘ２に対する東京都●●の宅地の持分６０分の２０を差し押さえ

る処分に関しては、差押財産の表示が誤っていたことから、同年８月２３

日、これを取り消すとともに、改めて東京都○○の宅地の持分６０分の２

０を差し押さえた。 

エ 向島税務署長は、前記ウのとおり本件各延納許可に係る延納税額に係る

担保物につき強制換価手続が開始されたことから、平成２２年７月２日、

本件各延納許可を取り消した。 

オ 向島税務署長は、平成２２年１０月２８日、原告らの平成２２年分所得

税の予定納税第１期分がいずれも滞納となっていたことから、前記ウの各

差押処分に係る各不動産の換価代金から配当を受けるため、徴収法８２条

１項の規定に基づき、執行機関である東京国税局長に対し、交付要求をし

た（これらの交付要求の中には、別紙１「物件目録」記載１～５の各不動

産の原告らそれぞれの持分全部及び原告Ｘ３所有の同目録記載６の不動産

についての交付要求である本件各交付要求処分も含まれている。甲１４～

１６の１）。 

（５）不服申立ての経緯 

ア 本件各物納申請却下処分について 

（ア）原告らは、東京国税局長に対し、平成２２年６月７日、自己に係る本
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件各物納申請却下処分につき、それぞれ異議申立てをした。 

（イ）東京国税局長は、平成２２年９月３日、原告らの前記（ア）の異議申

立てをそれぞれ棄却する旨の決定をした。 

（ウ）原告らは、国税不服審判所長に対し、平成２２年１０月４日、自己に

係る本件各物納申請却下処分につき、それぞれ審査請求をした。 

（エ）国税不服審判所長は、平成２３年９月２７日、前記（ウ）の各審査請

求をそれぞれ棄却する旨の裁決をした。 

イ 本件各差押処分について 

（ア）原告らは、東京国税局長に対し、平成２２年７月７日、自己に係る前

記（４）ウ①の各差押処分につき、それぞれ異議申立てをした。 

（イ）東京国税局長は、平成２２年９月２９日、①原告Ｘ１による前記（ア）

の異議申立てを棄却する旨の決定、②原告Ｘ３による前記（ア）の異議

申立てを棄却する旨の決定、③原告Ｘ２による前記（ア）の異議申立て

の一部を却下し、その余を棄却する旨の決定（原告Ｘ２に係る本件各差

押処分についての異議申立ては棄却）をした（甲２８の１～３）。なお、

東京国税局長は、平成２３年３月１６日、原告Ｘ２に対する上記③の決

定に係る決定書の記載の一部を訂正した（乙９６）。 

（ウ）原告らは、国税不服審判所長に対し、平成２２年１０月２８日、自己

に係る前記（４）ウ①の各差押処分につき、それぞれ審査請求をした。

なお、原告Ｘ２は、同年１１月５日、前記（４）ウ②の差押処分につき、

審査請求をした。 

（エ）国税不服審判所長は、平成２３年９月２７日、原告らの前記（ウ）の

各審査請求をそれぞれ棄却する旨の裁決をした。 

ウ 本件各交付要求処分について 

（ア）原告らは、向島税務署長に対し、平成２２年１２月２８日、自己に係

る前記（４）オの各交付要求処分につき、それぞれ異議申立てをした。 
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（イ）向島税務署長は、平成２３年３月２２日、原告らの前記（ア）の異議

申立てをそれぞれ棄却する旨の決定をした。 

（ウ）原告らは、国税不服審判所長に対し、平成２３年４月２２日、自己に

係る前記（４）オの各交付要求処分につき、それぞれ審査請求をした。 

（エ）国税不服審判所長は、平成２３年１０月２１日、前記（ウ）の各審査

請求をそれぞれ棄却する旨の裁決をした。 

（６）本件訴訟の提起 

原告らは、平成２４年３月２９日、本件訴訟を提起した。なお、原告らは、

本件訴訟において、当初は前記第１に掲げた各請求以外の請求もしていたが、

被告に対する訴状の送達の日よりも前の同年８月９日、前記第１のとおり請

求を減縮した。（当裁判所に顕著な事実） 

４ 争点 

（１）本件各物納申請却下処分の適法性（争点１） 

（２）本件各差押処分の適法性（争点２） 

（３）本件各交付要求処分の適法性（争点３） 

５ 争点に関する当事者の主張の要点 

（１）本件各物納申請却下処分の適法性（争点１）について 

ア 原告らの主張の要点 

（ア）相続税法が相続税の全額の物納を認めないことの違憲性 

ａ 相続は、被相続人の資産がばくだいである場合には、相続人自らの努

力によらない偶然の事情でこれを無償で譲り受けることができる制度

であり、資産家の被相続人を持たない者にとっては著しく不平等を生じ

させるものであるため、国が過分と思われる相続財産に対しては相続税

を徴収することによって市民的平等を図るのが相続税の趣旨であり、相

続財産が一定の量を超えた場合にその量に応じて課税をするのが相続

税の制度である。そうすると、相続税については、相続した現物を対象
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にして課税するのが本来であって、本件のように相続財産が借地権付き

の土地の場合には、現状有姿の状態のままでの物納を認めるべきであり、

現状のままの引渡しと所有権移転登記以上に測量や権利関係の整備は

要しないとすべきである。また、相続税は、偶然の事情により増加した

財産にのみ課されるべきであり、相続人が相続前から有していた財産に

変動を与えるべきではないのであって、相続税の全額物納を認めず、金

銭による一括納付を原則とするのは、全ての相続税の支払を相続により

増加した現金等の流動資産で賄える場合や、相続税のうち相続により増

加した流動資産では賄えない部分を相続人が相続前から有していた流

動資産で支払っても相続人の日常生活に支障を来さない場合に限定す

べきである。 

そもそも、相続税について、物納よりも金銭による納付を優先させる

趣旨は、金銭納付が、物納と比較して、納税者の自由や効率的な資産配

分を阻害する程度が低いと考えられるからである。そうすると、相続税

について飽くまでも金銭による給付が原則とされるとしても、相続人が

物納を希望し、それが相続前の資産状況を維持し、社会生活を従前どお

り営むために必要であると認められる場合には、物納を認めるべきであ

り、相続税の全額について一括して物納をすることも認められるべきで

ある。このような場合にまで、相続人に対し、相続税の全額についての

物納を認めずに、金銭による納付を義務付けることは、相続人が自身の

財産を自由に使用することを不当に制限するものであり、その財産権

（憲法２９条１項）を侵害するものである。また、金銭による納付を強

いるために相続人が住居などを不当に失わざるを得ず、従来の生活を送

ることができなくなってしまう場合には、その健康で文化的な最低限度

の生活をも奪うものであり、相続人の生存権（憲法２５条１項）を侵害

するものである。 
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ｂ 本件１次相続に係る相続財産は、主に借地権の負担のある土地（原告

らの父であるＢが戦前より貸している土地が１２０か所以上にも及

ぶ。）であり、本件当初申告に係る申告税額は相続人１人当たり４億４

７２６万円余りに達し、原告らは、それぞれ、これと本件１次物納申請

に係る相続税額との差額である９３４１万円余りを現金で支払わなけ

ればならなくなった。上記の各土地の借地権からの収入は、原告ら３名

分の合計額でも２５００万円弱にすぎず、借地人がいる上記の各土地の

売却も困難であって、原告らが上記の差額を物納以外の方法で少しでも

支払うためには、原告らが現在居住している不動産等を売却するしか方

法がない。これでは、原告らは、相続という偶然の事情により、健康で

文化的な最低限の生活すら送れなくなってしまうおそれがあり、このよ

うな結果は、財産権（憲法２９条１項）の侵害だけでなく、生存権（憲

法２５条１項）をも脅かすものである。 

ｃ 以上からすれば、相続税全額の物納を認めない現行の相続税法は違憲

であり、同法に基づきされた本件各物納申請却下処分も違法である。 

（イ）本件各物納申請却下処分の違憲性・違法性 

ａ 本件各物納申請財産は、主に借地権の負担のある土地であり、原告ら

は、被告側から、その全てにつき契約書を書き換え、測量により借地の

範囲を明確にすることを要求され、完璧な本件関係書類がそろわなけれ

ば物納を受け付けないとされたものであって、その測量費用は膨大なも

のとなり、本件関係書類を完成させるのにも長期間を要する。原告らに

おいては、本件１次相続及び本件２次相続により相続税額がかさみ、そ

のうち物納では不足する部分について現金による納付をしなければな

らず、その分割納付のために毎年多額の現金の納付を長期間にわたって

強いられてきたため、本件関係書類の整備に回すことのできる費用がな

く、平成２１年２月４日付けの本件物納却下等予告書が送付されるまで
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に本件関係書類を完成させることができなかった。しかし、原告らは、

本件物納却下等予告書が送付されたため、急きょＤ弁護士の指導の下、

不足していた本件関係書類の補完に努めてきたものであり、同年１２月

頃までには、現にその一部を補完し、その後の補完も順調に進められて

おり、国税局担当職員においても、その補完を期待し、近々のうちにそ

の整備の完了が見込まれていた（あと１、２年あれば、その整備の完了

が十分に可能な状況にあった。）。このように、原告らにおいては、本

件関係書類を整える努力を着々と進めていたのであるから、相続税法４

２条２項所定の却下事由には該当しない。 

ｂ 本件のように、納税者が物納による支払の意思を有しているが、物納

手続関係書類の作成に多大な時間と労力が必要となり、物納の準備が現

実的にできない場合には、納税義務（憲法３０条）と財産権（憲法２９

条）の調整として、被告は、納税者に代わり被告が物納の対象となる財

産の調査及び整備を行う分の費用を当該財産の評価額に織り込むこと

によって、現状のままの状態での物納を認めるべきである。本件におい

て、被告側は、相続の対象である借地権付きの土地の評価額について、

固定資産税額の４０％として算出しているが、原告らが本件関係書類を

作成するのには上記のとおり膨大な費用と時間かかるのであって、被告

としては、上記土地の評価額をより安価なものにした上で相続税の物納

を認めるのが、相続税の趣旨に沿う解釈である。そのような解釈をする

ことで、原告らは、より多くの土地を失う不利益は被るものの、相続税

自体は物納により完納することができる一方、被告は、物納に係る土地

の調査・整備を行わなくてはならないものの、その費用は当該土地の評

価に織り込み済みであり、特別の不利益は被らない。このような調整を

行わずに、本件各物納申請財産につき現状のままでの相続税の物納を認

めなかった本件各物納申請却下処分は、裁量の範囲から逸脱した違法な
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ものであるばかりか、原告の財産権（憲法２９条１項）を侵害するもの

であり、違憲とさえいえるものである。 

ｃ 東京国税局長は、原告らに対し、平成２１年２月４日付けで本件物納

申請却下等予告書を送付し、平成２２年４月７日付けで本件各物納申請

却下処分をした。 

ところで、平成１８年の相続税法の改正までは、物納申請に係る審査

期間等が不明確であり、国による審査自体に手間がかかることに加えて、

申請する側にとって、国が要求する物納手続関係書類の整備等をするの

に多大な費用と時間がかかることなどから、物納の許可がされるまで数

年、場合によっては１０年以上かかるケースも見られた。上記の改正に

より、物納の申請人は、物納手続関係書類の提出を、通常では３か月、

最長で１年まで延長することができるものとされたが、上記のような物

納申請の実情に照らし、「最大でも１年」という上記の期間が十分なも

のであるかにははなはだ疑問がある。 

本件各物納申請財産は、１２０以上にも及ぶ借地権付きの土地であり、

正確な測量はもちろん、物納に対する借地人の同意等も必要となるため、

本件各物納申請に係る調査等の作業は、ばくだいな工数のかかるもので

あり、原告らは、その作業をなかなか完了できなかった。このことにつ

いては、原告らに責められてもやむを得ない面はあるが、原告らは、前

記ａのとおり、本件物納却下等予告書を受領して以来、不足していた本

件関係書類の補完に努め、平成２１年１２月頃までにはその一部を補完

し、近々のうちにその整備の完了が見込まれていた。それにもかかわら

ず、東京国税局長は、本件物納却下等予告書の送付からわずか１年２か

月後に本件各物納申請却下処分をしたものであり、その期間は、上記の

ような物納手続関係書類の提出期間の上限である１年をわずか２か月

程度延ばしたにすぎないものである。 
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本件１次相続は平成３年に発生したものであり、調査に多大な困難が

生じて当然であるし、上記のとおり、原告らは、物納による相続税の納

税意思を有し、そのための測量作業もしていたものである。加えて、本

件１次物納申請から本件物納却下等予告書の送付までの約１８年間、被

告側からは、本件各物納申請の後に、それぞれ、完璧な本件関係書類を

揃えるよう指示があっただけで、それ以外には格別な調査・指示がない

ままであった。すなわち、被告側においても１８年間にわたり本件各物

納申請を放置してきたものであって、本件関係書類の整備が困難であっ

たことについては、被告側にも帰責性が認められてしかるべきである。

これらの点からすれば、東京国税局長においては、原告らに対して、１

年よりも相当程度長い期間を調査のための時間として与えてしかるべ

きである（なお、平成２４年に改正された相続税法においては、災害そ

の他やむを得ない理由〔通則法１１条〕があった場合の申請者の準備期

間の延長について定められており、このことは、準備期間につき必ずし

も画一的に判断されるべきものではないことを示している。）。 

以上に述べた事情を考慮することなくされた本件各物納申請却下処

分は、裁量権の範囲から逸脱し、違法であるばかりか、原告らの財産権

（憲法２９条１項）を侵害するものであり、違憲とさえいえるものであ

る。 

イ 被告の主張の要点 

（ア）相続税法４１条１項の規定が憲法２９条１項及び憲法２５条１項に違

反するものではないこと 

ａ 原告らの前記ア（ア）の主張は、申告税額の全額について物納を認め

ない相続税法４１条１項は、憲法２９条１項及び２５条１項に違反する

から違憲であり、当該違憲の規定に基づく本件各物納申請却下処分もま

た違憲である旨をいうものである。 
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ｂ しかし、租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する

反対給付としてではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的

をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であり、金

銭で納付されることが前提とされている（通則法３４条１項）。相続税

についても同様に金銭給付が前提とされているが、相続税は相続によっ

て取得した財産の価額自体を課税標準として課税されるものであり、相

続税の課税価格の計算の基礎に算入された財産が不動産、出資その他換

価することが困難であるものが大部分であって、預貯金、現金等が僅少

である場合など、金銭で多額の相続税を一時に納付することが困難とな

る事態が生じ得ることから、相続税については、特に、その納付方法と

して、物納の制度が設けられている。原告らの上記主張は、このような

物納制度の趣旨を正解せず、その趣旨についての独自の見解を前提して、

相続税法４１条１項が憲法２９条１項及び２５条に違反する旨をいう

ものであって、その前提を欠き、理由がないものであることが明らかで

ある。 

ｃ 相続税法４１条１項は、税務署長は、納税義務者について納付すべき

相続税額を金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、

納税義務者の申請により、その納付を困難とする金銭を限度として、物

納を許可することができる旨規定し、相続税法基本通達４１条関係２

（平成４年６月１９日付け課資２－１５８による改正前のもの）は、相

続税法４１条１項に規定する「金銭で納付することを困難とする事由」

があるかどうかは、その者の近い将来における金銭収入をも考慮した上

で判定するものとしている。このように、物納制度の適用に当たっては、

金銭納付を困難としない金額についてのみ金銭納付を義務付けている

のであって、これにより相続税の納付義務を負う相続人が、直ちに住居

などを失い、従来の生活を送ることができなくなるということにはなら
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ない。 

本件１次相続人らは、本件当初申告に係る納付すべき相続税額につい

て、前提事実（１）イのとおり、納期限までに金銭で納付する税額をい

ずれも０円、延納によって金銭で納付することを求めようとする税額を

本件１次相続人ら合計で４億６７０９万６００４円、物納を求めようと

する税額を本件１次相続人ら合計で１７億６９２０万５４９６円とす

る本件１次延納申請及び本件１次物納申請を行った。ところで、本件１

次相続人は、本件１次相続により、５億２２６５万４１６０円の「現金・

預金等」、１億９２０７万１３２７円の「有価証券」及び合計３１億４

０９６万７７５６円に相当する「土地」を含む合計３８億７０６４万０

０１７円の相続財産を取得する一方、「債務及び葬式費用」として負担

したのは９４４９万０３３９円であって（本件当初申告に係る相続税の

申告書・乙９８）、本件相続人らが延納によって金銭で納付することを

求めようとした本件１次延納申請に係る延納申請税額（以下「本件１次

延納申請税額」という。）については、仮に納期限までに完納すること

ができなかったとしても、本件１次延納申請に係る分納期間内であれば、

金銭納付することは十分に可能であった。したがって、原告らは自宅及

びその底地である別紙１「物件目録」記載の各不動産を売却するまでも

なく、かつ、本件１次物納申請に係る物納申請財産が物納財産として収

納されてもなお、本件１次延納申請税額は金銭により納付することがで

きる金額であったといえるのであり、この点においても、本件各物納申

請却下処分がおよそ原告らの財産権及び生存権を侵害するものではな

いことは明らかである。 

（イ）本件各物納申請却下処分の適法性 

ａ 被告（国）が物納財産を管理又は処分するためには、その財産に係る

権利関係等が明らかでなければならず、かつ、物納申請財産が特定され
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ていなければならないことから、税務署長（国税局長が徴収の引継ぎを

受けた場合は国税局長。以下同じ。）は、物納申請者に対し、物納申請

に係る財産の権利関係等を明らかにし、物納手続において当該財産を特

定するために必要な関係書類の提出を求めている。本件各物納申請財産

は、いずれも貸宅地であり、被告への所有権移転登記がされた以降、被

告がこれらに係る賃貸借契約を承継し、地代を受け取ることとなる（相

続税法４３条２項参照）ところ、被告が当該賃貸借契約を承継するに際

しては、その契約関係が全てにおいて明らかにされていなければならな

いから、原告らは、被告に対し、本件各物納申請財産に係る借地契約関

係等を明らかにしなければならない。また、物納に当たっては、申請に

係る物納財産が特定されなければならないのであって、当該財産の種類、

数量、価額及び所在場所といった事項はその特定に必要不可欠なもので

あるから、当該物納申請者は、これらの事項を明らかにしなければなら

ない。したがって、原告らが本件各物納申請につき本件関係書類を提出

することは、必要不可欠であったものであり、本件関係書類のうち一部

を欠くとか、その記載に不明な点があるといったことは、許容されるも

のではない。 

そして、同法４２条２項が物納申請を許可し、又は当該申請を却下す

る期限を定めていなかったことからすれば、物納の申請に係る財産が管

理又は処分をするのに不適当な財産であることを理由として当該申請

を却下する場合において、どの時点においてその判断をするかについて

は、税務署長の裁量に委ねられていると解され、物納申請者が物納手続

上必要な関係書類の提出を行わない場合には、税務署長は、その不足す

る関係書類の提出要請などに努め、それでも物納申請者が正当な理由な

く関係書類の提出を行わず、提出された関係書類の範囲では物納申請財

産の権利関係等が明らかにされず、あるいは、物納申請財産の特定を欠
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く場合には、物納申請財産が「管理又は処分するのに不適当」な財産（同

項ただし書参照）に該当するとして、物納申請を却下することができる

ものと解される。 

前提事実（２）及び（３）のような本件の事実経過に照らせば、被告

側においては、原告らに対し、種々の方法により不足している本件関係

書類の提出要請に手を尽くしたが、原告らは、正当な理由なく本件関係

書類の提出を行わなかったというべきである。したがって、提出された

本件関係書類の範囲では物納申請財産の権利関係等が明らかにされず、

あるいは、物納申請財産の特定を欠くため、東京国税局長は、本件各物

納申請財産が「管理又は処分するのに不適当」な財産に該当するとして、

同項の規定に基づき、本件各物納申請を却下する旨の本件各物納申請却

下処分をしたものであり、これらが適法なものであることは明らかであ

る。 

ｂ 原告らは、①相続税は相続財産を相続した者に対し、相続財産が「一

定の量を超えた場合その量に応じて課税をする制度」であるなどとした

上で、借地権付きの土地を相続している本件では、そのうち一定割合を

そのまま相続税として納付させるべきであり、現状のままの引渡しと移

転登記以上に測量、権利関係の整備は必要としないものとすべきである

とか、②相続税の納税者が、物納手続に必要な関係書類の作成に多大な

時間と労力を要し、物納の準備ができない場合には、国は、納税者に代

わり、物納対象地の調査・整備を行い、その費用について物納申請に係

る財産の評価額を安価にするなどの調整を行うことにより、現状のまま

での物納を認めるべきであるとして、このような調整を行わなかった本

件各物納申請却下処分は、裁量権を逸脱するので違法であり、原告らの

財産権を侵害するので違憲であるなどと主張する。 

しかし、物納の制度は、納税義務者について納付すべき相続税額を延
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納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい

て、納税義務者の申請により、原則として、その納付を困難とする金額

を限度に、税務署長の許可を得てその課税価格計算の基礎となった財産

を、金銭に代えて納付することを認める制度であるところ、相続税法４

２条２項が管理又は処分をするのに適した財産のみを物納の対象とし

ているのは、物納制度が、飽くまで納付される財産の金銭的価値に注目

して、国が物納された財産の管理又は処分を通じて金銭による納付があ

った場合と同等の経済的利益を将来確実に確保し得ることを目的とす

るためであるから、物納に充てるべき財産は、その財産の価値は当然の

こと、換価に至るまでの管理及び実際の換価手続が容易なものであるこ

とも重要な要件であり、特定が不十分な財産や、権利関係が明らかでな

い財産のほか、維持・管理に多額の費用や特殊な技術を必要とする財産

や、その性質上換価可能性が極めて低い財産といったものは、物納の対

象として不適格な財産であるというべきである。また、物納財産の収納

価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額によるため（同法

４３条１項）、被告には、収納価額の調整を行う裁量はなく、そのよう

な調整を行わなければならない旨の法令上の規定も存しない。原告らの

上記主張は、独自の見解を前提とするものであって、失当である。 

ｃ 原告らは、①平成１８年法律第１８号による改正後の相続税法により、

物納手続に必要な関係書類の提出期限について最長１年を限度に延長

することができるようになり、平成２４年法律第１６号による改正後の

相続税法により、通則法１１条の規定の適用がある場合に上記の提出期

限を延長する措置が講じられた（同改正後の相続税法４２条２８項１

号）ところ、本件各物納申請については、通常の物納手続をはるかに上

回る作業量が必要であり、上記の１年の提出期限内に本件関係書類を提

出することが物理的に不可能であったこと、②本件１次相続人らが本件
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１次物納申請をしてから本件物納却下等予告書が原告らに送付される

まで、約１８年間が経過しているところ、被告側は、本件各物納申請後

にそれぞれ完璧な借地契約関係の資料を揃えるよう指示をしただけで、

約１８年もの間、漫然と本件各物納申請を放置していたのであるから、

本件物納却下等予告書が原告らに送付された時点で本件関係書類の整

備が非常に困難であったことについて、被告にも帰責性が認められると

いうべきことを考慮すると、上記の１年という提出期間よりも相当程度

長い期間を調査期間として原告らに与えてしかるべきであったにもか

かわらず、これらの事情を考慮することなく、本件物納却下等予告書が

送付された約１年２か月後に本件各物納申請却下処分をした東京国税

局長の処分は、裁量権の範囲から逸脱し、違法であり、原告らの財産権

を侵害するものであるから違憲である旨を主張する。 

しかし、そもそも、本件について、上記の各改正後の相続税法の規定

が適用される余地はない（平成１８年法律第１８号附則５９条１項、平

成２４年法律第１６号附則５８条参照）。また、前提事実（２）及び（３）

のとおり、被告側においては、平成３年８月２１日から本件物納申請却

下処分がされた平成２２年４月７日までの間、原告らに対し、再三にわ

たり、本件各物納申請財産について必要な特定事項と特定を行うべき内

容を個々の物件ごとに明らかにして、本件関係書類の提出を促すととも

に、原告らが本件関係書類の整備をどの程度進めているのかといった状

況を逐一確認し、さらには、本件関係書類の整備の進捗状況が芳しくな

いことから必要に応じて原告らに対して可能な限り直接説明し、本件関

係書類が整わない場合には本件各物納申請を却下することなど将来の

不利益も伝えて注意喚起までして、不足する本件関係書類を原告らが提

出するように手を尽くしてきたものであって、原告らが本件関係書類を

提出できなかったことの帰責性は、原告らのみにある。 
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（２）本件各差押処分の適法性（争点２）について 

ア 原告らの主張の要点 

（ア）原告らは、違法な本件各物納申請却下処分により相続税の物納をする

ことが不可能になり、多額の税額（相続税の本税１８億円余り、延滞税

４７億７３８１万円、両者の合計額６６億２３４９万円）を金銭で納付

すべき義務を負わされ、これを履行しないことから本件各差押処分がさ

れたものである。このように、本件各差押処分は、本件各物納申請に係

る物納が許可されていればされなかったものであるから、本件各物納申

請却下処分とは原因と結果の関係にある密接不可分な処分である。した

がって、本件各物納申請却下処分の違法性は、本件各差押処分に承継さ

れるものというべきである。 

（イ）前記（１）ア（ア）ａのような相続税の趣旨を考慮すると、滞納処分

で課されるべき金額は、相続財産の総額を超えて相続人が従来から所有

していた財産までをも減少させるものであってはならない。本件では、

原告らには、総額６６億円もの相続税が課されることとなったが、原告

らは現金等の流動資産ではこの金額を到底支払うことはできず、生活の

基盤までをも奪われるおそれがある。確かに、その原因は本件各物納財

産の整備が遅れたことにあるが、前記（１）アにおいて述べたとおり、

原告らにも酌むべき事情はあるし、原告らが平成１３年から平成２１年

まで借地収入などで可能な限りその支払を継続してきたことは、相続税

を可能な限りにおいて支払おうとする意思の表れである。これらを考慮

すると、本件１次相続の開始時にまで遡って現金納付による課税をする

こと自体が、著しく正義に反する結果となっている。平成２４年に改正

された相続税法においては、災害その他やむを得ない理由（通則法１１

条）があった場合、その理由があった期間は利子税の計算期間から除外

されることとなったところ、著しく正義に反する利子税課税を防ぐとい
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う趣旨は本件にも該当するものである。以上からすれば、上記の事情を

考慮することなくされた本件各差押処分は、裁量権の範囲から逸脱し、

違法である（行政事件訴訟法３０条）ばかりか、原告らの財産権（憲法

２９条１項）を侵害し、生存権（憲法２５条１項）をも脅かすものであ

り、違憲であるとさえいえるものである。 

（ウ）相続税法４２条２項が、物納申請を許可又は却下する期限を定めてい

なかったのは、どの時点でその判断をするかを税務署長の裁量に委ねる

趣旨である。しかし、裁量の範囲からの逸脱又はその濫用が認められる

ものではなく、相当以上の長期間にわたり申請を保留状態にしておくこ

とを許容するものではない。このことは、平成１８年に改正された相続

税法において、税務署長においては物納申請期限の翌日から起算して３

か月以内、最長でも１年以内に申請につき許可又は却下をすべきものと

されたことからも明らかである（これらの規定の趣旨は、税務署長が、

申請者に対し、質疑、指導等をした上で、許可又は却下の判断をするの

に必要十分な審査を行うための期間に限り裁量を認めるものである。）。 

 前記ア（イ）ｃのとおり、本件１次物納申請から本件物納却下等予告書

の送付までの約１８年間もの長期間にわたり、本件各物納申請に対する処

分は保留のままにされていたのであって、この点だけでも、本件各物納申

請却下処分がされた時期が裁量の範囲内であるとは認められない。また、

その間に被告側がしていたのは、原告らに対し、再三にわたり本件関係書

類の提出を求めたり、困難な事情があれば連絡するよう伝え、本件関係書

類の補完をしないときの取扱いを通知したりした程度であり、職務上通常

尽くすべき注意義務を果たしたとはいえないものであって、被告側におい

ては、約１８年間、本件各物納申請を漠然と放置してきたとさえいえるも

のである。 

以上のとおり、被告側において約１８年間にわたり本件各物納申請を放
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置してきたことが違法である以上、この間の延滞税（４７億７３８１万円）

はそもそも債務として存在しないものである。 

   イ 被告の主張の要点 

   （ア）本件各物納申請却下処分が適法なものであることは、前記（１）イに

おいて述べたとおりであるから、本件各差押処分が本件各物納申請却下

処分の違法性を承継する旨の原告らの主張は、その前提を欠く。 

また、この点をおくとしても、物納申請に対して却下処分がされても、

納税義務者は、自己の納税義務を履行すればそれで完結する。すなわち、

物納申請却下処分は、滞納処分を当然に予定して行われるものではないし、

滞納処分の前提要件となるものでもない。そして、物納申請却下処分と差

押処分は、それぞれ別個の効果を目的とする処分であるから、これらの処

分の間において、違法性の承継は認められる余地はない。 

（イ）憲法は、国民が法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定す

る（憲法３０条）とともに、新たに租税を課し又は現行の租税を変更す

るには法律又は法律の定める条件によることを必要とすると規定し（憲

法８４条）、課税要件及び租税の賦課徴収の手続を法律で明確に定める

ことを要求しているが、その内容については特に定めることはせず、こ

れを法律の定めるところに委ねている。この趣旨は、国民の租税負担を

定めるについては、財政、経済、社会政策等の国政全般からの総合的な

政策判断を必要とするのみならず、課税要件等を定めるについて、極め

て専門技術的な判断を必要とすることから、租税法の定立については、

国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資

料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断に委ねることとしている

点にある。したがって、立法府のそのような判断に基づき具体的に定立

された租税制度については、その立法目的に照らして著しく不合理であ

ることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、憲法
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２９条、１３条、３１条等の規定に違反するものということはできない。

そして、延滞税は、国税債権の期限内における適正な実現を担保し、併

せて、期限内に適正に納税義務を履行した者との均衡を図るために設け

られた制度であるところ、物納申請が却下された場合に、法定納期限の

翌日から課されることになることは、通則法が当然に予定しているとこ

ろであり、延滞税に係る通則法の立法目的に照らして著しく不合理であ

ることが明らかであるということはできないのであるから、たとえ延滞

税の金額が高額になったとしても、そのことをもって、延滞税を法定納

期限の翌日から課すことの合理性を否定することはできないのは明らか

であり、物納申請が却下された場合に、延滞税を法定納期限の翌日から

課すことが、違法であるとか、憲法に違反するなどとは到底いえない。 

また、法令上、相続税の徴収につき、相続財産以外の固有の財産につい

て納税義務を追及することができないとする規定はない。したがって、原

告らが東京国税局長及び国税局担当職員からの要請に応じないで本件関

係書類を提出しなかったことから、原告らは、本件各物納申請が却下され、

その結果、法定納期限の翌日からの延滞税が課されることとなったのであ

り、原告らの固有の財産までもが差押えの対象となったとしても、このこ

とは事後的な事情によるものにすぎないのであって、たとえ相続財産以外

の原告らの固有の財産に対する納税義務を追及する結果となろうとも、こ

のことは違法でもなければ、憲法に反するものでもない。 

（３）本件各交付要求処分の適法性（争点３）について 

ア 原告らの主張の要点 

原告らは、違法な本件各物納申請却下処分により相続税の物納をするこ

とが不可能になり、多額の税額を金銭で納付すべき義務を負わされ、これ

を履行しないことから本件各交付要求処分がされたものである。このよう

に、本件各交付要求処分は、本件各物納申請に係る物納が許可されていれ
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ばされなかったものであるから、本件各物納申請却下処分とは原因と結果

の関係にある密接不可分な処分である。したがって、本件各物納申請却下

処分の違法性は、本件各交付要求処分に承継されるものというべきである。 

イ 被告の主張の要点 

本件各物納申請却下処分が適法なものであることは、前記（１）イにお

いて述べたとおりであるから、本件各交付要求処分が本件各物納申請却下

処分の違法性を承継する旨の原告らの主張は、その前提を欠く。 

また、この点をおくとしても、物納申請に対して却下処分がされても、

納税義務者は、自己の納税義務を履行すればそれで完結する。すなわち、

物納申請却下処分は、滞納処分を当然に予定して行われるものではないし、

滞納処分の前提要件となるものでもない。そして、物納申請却下処分と交

付要求処分は、それぞれ別個の効果を目的とする処分であるから、これら

の処分の間において、違法性の承継は認められる余地はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件各物納申請却下処分の適法性（争点１）について 

（１）相続税法が相続税の全額の物納を認めないことが違憲である旨をいう原告

らの主張について 

ア この点に関する原告らの主張は、要するに、①税務署長は、納付すべき

相続税額を金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、

納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、物納

を許可することができる旨を定めている相続税法４１条１項の規定や、②

申請に係る物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認める場合

には当該財産をもって物納に充てることを認めないものとする同法４２条

２項ただし書の規定が憲法２９条１項及び２５条１項に違反する旨をいう

ものであると解される。 

イ 租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付と
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してではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一

定の要件に該当する全ての者に課するものであるところ、憲法は、国家の

維持及び活動に必要な経費は、主権者たる国民が共同の費用として代表者

を通じて定めるところにより自ら負担すべきであるという見地から、国民

が法律の定めるところにより納税の義務を負う旨を規定する（３０条）と

ともに、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律

の定める条件によることを必要とする旨を規定し（８４条）、課税要件及

び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることを要求する一方、そ

の内容について特に定めることをせず、これを法律の定めるところに委ね

ている。その趣旨は、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するとい

う本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸

機能をも有しており、国民の租税負担を定めるに当たっては、財政・経済・

社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、

課税要件等を定める際にも、極めて専門技術的な判断を必要とすることか

ら、租税に関する法律の定立を、国家財政、社会経済、国民所得、国民生

活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な

判断に委ねたものであると解される（以上、最高裁昭和●●年(○○)第●●

号同３０年３月２３日大法廷判決・民集９巻３号３３６頁、最高裁昭和●

●年(○○)第●●号同６０年３月２７日大法廷判決・民集３９巻２号２４７

頁参照）。そうすると、そのような立法府の政策的、技術的判断に基づき

具体的に定立された租税に関する法律の規定については、立法目的が合理

的であり、かつ、その内容が立法目的との関連で著しく不合理であること

が明らかでない限り、憲法の規定に違反するものということはできないも

のというべきである。 

ウ ①前記イの冒頭において述べた租税の基本的な性質に照らせば、相続税

を含む租税の納付を原則として金銭によるべきものとすること（通則法３
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４条１項本文参照）に合理性が認められることは明らかであるというべき

である。②また、相続税法が、相続税の納付の方法として、特に物納の制

度を設けたのは、相続税は、相続によって取得した財産の価額自体を課税

標準として課税されるものであるところ、相続税については、課税価格計

算の基礎となった財産の大部分が不動産、出資など換価することが困難な

ものであり、預貯金、現金等が僅少である場合などのように、金銭によっ

て多額の相続税を一時に納付することが困難となる事態が生じ得る一方、

金銭以外の財産によって相続税の納付を受けることにより、当該財産の管

理又は処分を通じて金銭による納付があったときと同等の経済的利益を将

来現実に確保することができるのであれば、国家の経費に充てるための資

金の調達という目的は達成され得るものと考えられることから、一定の要

件の下、例外的に、金銭による納付に代えて不動産等による納付を認める

こととしたものであると解される。これらの点からすれば、前記アにおい

て掲げられているような同法４１条１項及び４２条２項ただし書の規定の

立法目的は合理的なものであるというべきであり、また、これらの規定の

内容が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるものと

はいい難いものというべきであるから、これらの規定が憲法２９条１項及

び２５条１項に違反する旨をいう原告らの主張には、理由がない。 

（２）本件各物納申請却下処分の適法性について 

ア 税務署長において、物納の許可の申請に係る物納財産が管理又は処分を

するのに不適当であると認める場合には、その変更を求め、当該申請者が

相続税法４２条４項の規定による申請書を提出するのを待って当該申請の

許可又は却下を「することができる」ものとする同条２項ただし書の文言

や、同項において物納の許可又はその申請の却下をすべき期限が定められ

ていないことに照らすと、同項の規定は、当該申請に係る物納財産が「管

理又は処分をするのに不適当」な財産である場合に、当該申請者に対して
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その変更を求めるか否かや、いつの時点において当該申請を却下するかを、

税務署長の裁量に委ねたものであるというべきである。 

そして、前記（１）ウ②において述べたような物納の制度の趣旨に照ら

せば、①物納の許可の申請に係る物納財産が同項ただし書にいう「管理又

は処分をするのに不適当」な財産に該当するか否かは、国が当該財産の管

理又は処分を通じて、金銭により相続税が納付されたのと同等の経済的利

益を、将来現実に確保することができるかどうかという観点から判断すべ

きものであると解され、②また、少なくとも、申請者が提出した当該申請

に係る物納財産に関する資料によっては、国が当該財産の管理又は処分を

通じて金銭により相続税が納付されたのと同等の経済的利益を将来現実に

確保することができるものとは認めるに足りず、諸般の事情に照らし、そ

のように認めるために必要十分な資料が提出される具体的な見込みが立た

ない状況下にあると合理的に判断されるような場合には、税務署長におい

ては、当該財産が相続税法４２条２項ただし書にいう「管理又は処分をす

るのに不適当」な財産に該当するものとして、物納の許可の申請を却下す

ることができるものというべきである。本件各物納申請却下処分も、その

理由中において同項の規定を掲げていること等に鑑みれば、以上において

述べたような観点から、本件各物納申請財産がいずれも「管理又は処分を

するのに不適当」な財産に該当するものとして、本件各物納申請を却下し

たものと解される。 

イ これを本件についてみると、本件各物納申請財産は、いずれも賃借権の

目的となっている土地（貸宅地）であったところ（前提事実（２）ア）、

物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権

移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足し

た時において、納付があったものとするものとされており（相続税法４３

条２項）、物納の許可の申請の対象とされた賃貸中の土地については、当
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該申請の後も、国に対する所有権を移転する旨の所有権の移転の登記がさ

れるまでの間は、申請者がその賃料を収受することができるが、上記の登

記がされた以降は、国が当該土地に係る賃貸借契約上の賃借人の地位を承

継し、賃料を収受することとなるのであって、前記ア①のような観点から

すれば、当該土地に係る申請者と賃借人との間の契約の具体的内容が明ら

かでない場合には、当該土地は「管理又は処分をするのに不適当」な財産

に該当するものといわざるを得ない。また、前記ア①のような観点からす

れば、物納の許可をするに当たっては、物納の許可の申請に係る物納財産

が具体的に特定されていなければならず、したがって、物納に充てようと

する財産の種類、数量、価額及び所在場所といった当該財産の特定に必要

な事項が明らかになっていることを要するものというべきである。そうす

ると、原告らにおいては、本件各物納申請につき、本件各物納申請財産に

係る原告らと賃借人との間の権利関係等を明らかにして、国が当該賃借人

から賃料を収受するなど賃貸人として本件各物納申請財産を国有財産とし

て適正に使用及び収益をすることができるようにするとともに、これらの

土地の範囲等を具体的に特定して、いわゆる境界紛争の発生等を未然に防

ぎ、国有財産として適正に管理することができるようにするため、本件関

係書類（本件各物納申請財産に係る全部事項証明書、地積測量図、境界確

認書、道路査定図、賃貸借契約書の写し、賃借地の境界に関する確認書、

敷金等に関する確認書、本件各物納申請財産上の建物に係る全部事項証明

書及び建物図面、地代領収書の写し等）を不足なく提出することが必要不

可欠であったものというべきである。 

そして、前提事実（２）及び（３）のような本件の事実経過、すなわち、

①向島税務署長、東京国税局長及び国税局担当職員においては、原告らに

対し、再三にわたり、個々の本件各物納申請財産について補完すべき事項、

その内容等を明らかにして、本件関係書類の提出を求めた上、原告らが本
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件関係書類の整備をどの程度進めているか等の状況を細かく確認するとと

もに、原告らに対して必要に応じて本件関係書類の整備等について直接説

明をし、本件関係書類が整わない場合には本件各物納申請を却下すること

になる旨も伝えるなど、原告らに本件関係書類のうち不足しているものの

提出をさせるよう努めていたこと、②本件物納手続における原告ら側のい

わゆる窓口であった原告Ｘ１は、本件各物納申請をしてから東京国税局長

が原告らに対し本件物納却下等予告書を送付した平成２１年２月４日まで

の間においては、㋐本件各物納申請が許可されると賃貸中の土地である本

件各物納申請財産からの賃料を得ることができなくなり、分納税額の納付

を継続することもできなくなる、㋑本件各物納申請財産（貸宅地）の賃借

人が本件関係書類の整備に非協力的であるなどとして、東京国税局長及び

国税局担当職員からの本件関係書類の提出の要請や、本件各物納申請財産

について現地調査を行うための立会いの要請にも応じようとしなかったこ

と、③上記②のような状況を受けて、東京国税局長は、原告らに対して本

件物納却下等予告書を送付し、原告らにおいて所定の期限までに本件関係

書類の補完をしないのであれば、本件各物納申請を却下する旨を伝えたこ

と、④その後、本件物納手続の窓口となっていた原告Ｘ１においては、平

成２１年６月２５日まで本件関係書類の整備を進めたことはなく、また、

Ｄ弁護士においても、同年８月３１日に、自らが中心となって本件関係書

類の整備を進めていくとしたものの、国税局担当職員が求めても本件関係

書類の整備が完了する予定日や整備の完了に至るスケジュールを具体的に

呈示したことはなく、Ｄ弁護士又はＦを通じて本件関係書類の一部が提出

されたことはあるものの、それらには不備の事項があったことに加えて、

⑤原告Ｘ１は、平成２２年３月２９日の時点においても、本件各物納申請

財産のうち自宅の周辺のものについては、本件関係書類の整備をすること

に難色を示していたこと（乙６４）、⑥上記④に述べたものを含め原告ら
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が本件各物納申請却下処分がされるまでの間に提出した本件関係書類を見

ても、本件各物納申請財産について、国がその管理又は処分を通じて金銭

により相続税が納付されたのと同等の経済的利益を将来現実に確保するこ

とができるものと認めるに足りるだけの資料が提出されているものはなか

ったこと（乙６４、弁論の全趣旨）などに照らせば、本件各物納申請却下

処分がされた時点において、原告らが本件各物納申請につき提出した本件

各物納申請財産に関する資料によっては、国が当該各財産の管理又は処分

を通じて金銭により相続税が納付されたのと同等の経済的利益を将来現実

に確保することができるものとは認めるに足りず、かつ、そのように認め

るために必要十分な資料が提出される具体的な見込みが立たない状況下に

あると合理的に判断される状況にあったものと認められるから、上記の時

点において、本件各物納申請財産については、いずれも「管理又は処分を

するのに不適当」な財産に該当するものと評価するのが相当であったとい

うべきである。 

ウ この点、原告らは、①本件物納却下等予告書が送付されたため、Ｄ弁護

士の指導の下、不足していた本件関係書類の補完に努め、平成２１年１２

月頃には現にその一部を補完し、近々のうちにその整備の完了が見込まれ

ていた（あと１、２年あればその整備の完了が十分に可能な状況にあった）

から、相続税法４２条２項所定の却下事由には該当しない、②借地権付き

の土地を相続している本件では、そのうち一定割合をそのまま相続税とし

て納付させるべきであり、また、相続税の納税者が、物納手続に必要な関

係書類の作成に多大な時間と労力を要し、物納の準備ができない場合には、

国は、納税者に代わり、物納対象地の調査・整備を行い、その費用につい

て物納申請に係る財産の評価額を安価にするなどの調整を行うことにより、

現状のままでの物納を認めるべきであって、本件各物納申請却下処分は、

裁量権を逸脱するので違法であり、原告らの財産権を侵害するので違憲で

 41 



 

ある、③平成１８年法律第１８号による改正後の相続税法により、物納手

続に必要な関係書類の提出期限について最長１年を限度に延長することが

できるようになり、平成２４年法律第１６号による改正後の相続税法によ

り、通則法１１条の規定の適用がある場合に上記の提出期限を延長する措

置が講じられた（同改正後の相続税法４２条２８項１号）ところ、本件各

物納申請については、通常の物納手続をはるかに上回る作業量が必要であ

ることや、被告側が約１８年もの間、漫然と本件各物納申請を放置してお

り、本件物納却下等予告書が原告らに送付された時点で本件関係書類の整

備が非常に困難であったことについて、被告にも帰責性が認められるとい

うべきことを考慮すると、上記の１年という提出期間よりも相当程度長い

期間を調査期間として原告らに与えてしかるべきであったにもかかわらず、

これらの事情を考慮することなく、本件物納却下等予告書が送付された約

１年２か月後にされた本件各物納申請却下処分は、裁量権の範囲から逸脱

し、違法であり、原告らの財産権を侵害するものであるから違憲であるな

どと主張する。 

しかし、前記イにおいて指摘したような本件の経過に照らせば、本件各

物納申請却下処分がされた時点において近々に本件各関係書類の整備が完

了するものと見込まれる状況にあったものとは到底いい難いというべきで

あって、原告らの上記①の主張は、その前提を欠くものというべきである。

また、原告らの上記②の主張についても、既に述べたような物納の制度の

趣旨や同制度に関する相続税法の規定の文言に照らし、採用することがで

きないものというべきである。さらに、原告らの上前③の主張についても、

前記イにおいて指摘したような本件の経過に照らせば、やはりその前提を

欠くものというほかなく、採用することができない。 

エ そうすると、本件各物納申請却下処分は、いずれも適法なものであると

いうべきである。 
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２ 本件各差押処分の適法性（争点２）及び本件各交付要求処分の適法性（争点

３）について 

（１）ア 原告らは、本件各差押処分及び本件各交付要求処分は、いずれも本件

各物納申請に係る物納が許可されていればされなかったものであるから、

本件各物納申請却下処分とは原因と結果の関係にある密接不可分な処分

であり、本件各物納申請却下処分の違法性は、本件各差押処分及び本件

各交付要求処分に承継されるものというべきであるなどと主張する。 

しかし、本件各物納申請却下処分が適法なものであることは前記１にお

いて述べたとおりであるから、原告らの上記主張は、その前提を欠くもの

というべきである。 

イ（ア）また、原告らは、①相続税の趣旨を考慮すると、滞納処分で課さ

れるベき金額は、相続財産の総額を超えて相続人が従来から所有し

ていた財産までをも減少させるものであってはならないというべき

であるところ、本件では、原告らには、総額６６億円もの相続税が

課されることとなったが、原告らは現金等の流動資産ではこの金額

を到底支払うことはできず、生活の基盤までをも奪われるおそれが

あることなどからすれば、本件１次相続の開始時にまで遡って現金

納付による課税をすること自体が、著しく正義に反する結果となっ

ているものであって、そのようなことを考慮せずにされた本件各差

押処分は、裁量権の範囲から逸脱し、違法であるばかりか、原告ら

の財産権（憲法２９条１項）を侵害し、生存権（憲法２５条１項）

をも脅かすものであり、違憲であるとさえいえる、②被告側におい

て約１８年間にわたり本件各物納申請を放置してきたことが違法で

ある以上、この間の延滞税はそもそも債務として存在しない、など

と主張する。 

（イ）しかし、既に述べたとおり、立法府の政策的、技術的判断に基づき
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具体的に定立された租税に関する法律の規定については、立法目的が

合理的であり、かつ、その内容が立法目的との関連で著しく不合理で

あることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、

憲法の規定に違反するものということはできないというべきところ、

延滞税は、国税の期限内における適正な納付の実現を担保し、併せて、

期限内に適正に納税義務を履行した者との均衡を図るために設けら

れた制度であり、物納の許可の申請が却下された場合に、法定納期限

の翌日から課されることになることは、通則法が当然に予定している

ものであって、そのことが延滞税に係る通則法の立法目的に照らして

著しく不合理であることが明らかであるということはできないもの

というべきである。したがって、延滞税の額が高額になったとしても、

そのことをもって、延滞税を法定納期限の翌日から課すことの合理性

を否定することはできないのは明らかであり、物納の許可の申請が却

下された場合に、延滞税を法定納期限の翌日から課すことが、違法で

あるとか、憲法に違反するなどとはいえない。また、法令上、相続税

の徴収につき、相続等により取得した財産以外の相続人の固有の財産

について納税義務を追及することができないとする規定はないので

あって、本件各物納申請却下処分がされた結果、原告らにおいて、法

定納期限の翌日からの延滞税が課され、原告らの固有の財産までもが

本件各差押処分の対象となったとしても、そのことは違法なものでは

なく、憲法に反するものともいい難い。原告らの前記（ア）①の主張

は、採用することができない。 

（ウ）また、被告側において約１８年間にわたり本件各物納申請を放置し

てきたとはいえないことは、前記１（２）イにおいて述べたとおりで

あるから、原告らの前記（ア）②の主張は、その前提を欠くものであ

って、採用することができない。 
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（２）前提事実（４）によれば、本件各差押処分及び本件各交付要求処分は、い

ずれも関係する法令の定めるところに従ってされたものであると認められる。

そして、本件全証拠に照らしても、他に本件各差押処分及び本件各交付要求

処分の適法性を疑わせるに足りる事情は見当たらない。そうすると、本件各

差押処分及び本件各交付要求処分は、いずれも適法なものというべきである。 

３ 結論 

以上の次第であって、原告らの各請求は、いずれも理由がないからこれらを

棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官     八木 一洋 

裁判官        田中 一彦 

裁判官        川嶋 知正 
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